
令和３年４月１日から福島市水道局へ提出いただく 

見積書・請書・納品書・請求書 への 

押印 を 省略することができるようになります。 

 

 

 

 

 

  ※ご不明な点は、請求書等の提出所属までお問合せください。 

・内訳を記載してください。 

・品名（摘要）欄に「別紙記載のとおり」と記載

し、内訳書を別紙で添付することも可能です。 

その際の割り印は不要です。 

・本件責任者とは、代表取締役また

は支店長や営業所長等といった社内

において権限の委任を受けた役職員

とします。 

・本件担当者とは、本取引に関する

事務を担当する者とします。 

・本件責任者及び本件担当者は、同

一人物でも可能です。 

Ｑ．電子メールでも送付できるの？ 

 Ａ．押印を省略したものは、電子メールでも提出

いただけます。（データ形式はＰＤＦのみ） 

Ｑ．今までどおり代表者印を押しても大丈夫なの？ 

 Ａ．代表者印を押印したものも受理いたします。

その場合、本件責任者及び本件担当者の記載を省略

できます。 


